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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第72期

第３四半期累計期間
第73期

第３四半期累計期間
第72期

会計期間
自 令和３年４月１日
至 令和３年12月31日

自 令和４年４月１日
至 令和４年12月31日

自 令和３年４月１日
至 令和４年３月31日

売上高 (千円) 12,178,753 10,433,382 16,764,177

経常損失（△） (千円) △2,791,102 △1,697,887 △2,588,925

当期純損失（△）
又は四半期純損失（△）

(千円) △2,949,450 △1,664,653 △2,787,443

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) 14,925 14,883 22,997

資本金 (千円) 840,687 840,687 840,687

発行済株式総数 (株) 650,000 650,000 650,000

純資産額 (千円) 47,027 △1,442,075 208,135

総資産額 (千円) 9,661,248 7,595,382 9,186,147

１株当たり当期純損失（△）
又は１株当たり四半期純損失（△）

(円) △4,676.80 △2,639.56 △4,419.92

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 0.5 △19.0 2.3
 

 

回次
第72期

第３四半期会計期間
第73期

第３四半期会計期間

会計期間
自 令和３年10月１日
至 令和３年12月31日

自 令和４年10月１日
至 令和４年12月31日

１株当たり四半期純損失（△） (円) △996.48 △616.47
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度における主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。　　　　　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 
継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事の工事コストの大幅な増加などにより、前

事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上致しました。また、同案件のコスト増の影

響により、当第３四半期累計期間においても営業損失1,669,184千円、経常損失1,697,887千円、四半期純損失

1,664,653千円を計上し、1,442,075千円の債務超過となりました。このため、当社の資金繰り計画に重要な影響

があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認められま

す。

当社は、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項（継続企業の前提に関する事項）」に記載の対

応策を実行することで、当該状況を解消し、収益力の改善及び長期借入金の確保に努めてまいります。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第3四半期累計期間における北海道経済は、新型コロナウイルス感染症における行動制限の緩和などによ

り、景気は持ち直しの兆しが見られました。一方でウクライナ情勢などの長期化に伴うエネルギー価格や原材

料価格の高騰、急激な円安など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。また、民間設備投資の

増加、観光、個人消費や雇用動向は持ち直しの動きが見られるものの、公共工事の減少、生産活動に弱い動き

が見られるなど、依然として不透明感が強く、今後の経済活動を注視していく必要が生じております。

このような環境のもと、当第３四半期累計期間の売上高は10,433,382千円で、屋内配線工事の減少などによ

り、前年同期と比較して1,745,371千円の減収となりました。

損益につきましても売上高の減少や利益の悪化などにより、経常損失は1,697,887千円（前年同期は

2,791,102千円の経常損失）、四半期純損失は1,664,653千円（前年同期は2,949,450千円の四半期純損失）とな

りました。

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① <屋内配線工事>

民間工事、太陽光案件等の売上高の減少により、当第３四半期累計期間の売上高は5,847,080千円となり、前

年同期比2,540,648千円(30.3％)の減収となりました。

 

② <電力関連工事>

地中線工事の増加により、当第３四半期累計期間の売上高は3,218,932千円となり、前年同期比347,575千円

(12.1％)の増収となりました。

 

③ <ＦＡ住宅環境設備機器>

ＦＡ機器物件の増加により、当第３四半期累計期間の売上高は836,618千円となり、前年同期比125,186千円

(17.6％)の増収となりました。

 

④ <産業設備機器>

設備機器物件の増加により、当第３四半期累計期間の売上高は530,751千円となり、前年同期比322,513千円

(154.9％)の増収となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

当四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比1,590,765千円（17.3％）減少の7,595,382千円とな

りました。

流動資産は、前事業年度末比1,496,346千円(19.2%)減少の6,297,738千円となりました。これは主に受取手

形・工事未収入金等が964,273千円減少したことなどによるものです。

固定資産合計は、前事業年度末比94,418千円（6.8％）減少の1,297,643千円となりました。

 

（負債）

負債合計は、前事業年度末比59,445千円(0.7%)増加の9,037,457千円となりました。

これは主に短期借入金が1,700,000千円増加したことなどによるものです。

 
（純資産）

純資産合計は、前事業年度末比1,650,211千円減少の△1,442,075千円となりました。

この結果、自己資本比率は△19.0%となりました。

 
(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について、重要な変更はありませ

ん。

 
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び課題について重要な変更はありませ

ん。

 

(6) 研究開発活動

記載すべき事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,280,000

計 2,280,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(令和４年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(令和５年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 650,000 650,000 札幌証券取引所
単元株式数は100株でありま
す。

計 650,000 650,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和４年10月１日～
令和４年12月31日

― 650,000 ― 840,687 ― 687,087
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(令和４年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

令和４年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 19,300

完全議決権株式(その他) 普通株式 627,300 6,273 ―

単元未満株式 普通株式 3,400 ― ―

発行済株式総数 650,000 ― ―

総株主の議決権 ― 6,273 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

令和４年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社　北弘電社

札幌市中央区
北11条西23丁目2-10

19,300 － 19,300 2.97

計 ― 19,300 － 19,300 2.97
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(令和４年10月１日から令和４年

12月31日まで)及び第３四半期累計期間(令和４年４月１日から令和４年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、監査法人銀河による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。

　　第72期事業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

　　第73期第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間　監査法人銀河

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、前事業年度において合同会社フォーエバーエナジーの持分を清算に向けて100％としており、子会社に該当

しますが、支配が一時的であるため、連結の範囲に含めるべき子会社ではなく、かつ、当社は当該子会社の他に子会

社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和４年３月31日)
当第３四半期会計期間
(令和４年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 1,472,484 1,378,113

  受取手形・完成工事未収入金等 ※１、２  5,229,395 ※１、２  4,265,121

  商品 87,474 201,571

  未成工事支出金 35,764 121,751

  材料貯蔵品 386,051 -

  その他 585,414 368,113

  貸倒引当金 △2,500 △36,934

  流動資産合計 7,794,084 6,297,738

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 432,801 417,587

   その他（純額） 387,690 393,757

   有形固定資産合計 820,491 811,344

  無形固定資産 75,640 57,849

  投資その他の資産   

   投資有価証券 326,955 240,682

   破産更生債権等 31,783 467,124

   その他 168,975 173,217

   貸倒引当金 △31,783 △452,574

   投資その他の資産合計 495,931 428,450

  固定資産合計 1,392,062 1,297,643

 資産合計 9,186,147 7,595,382

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,954,030 1,335,580

  工事未払金 1,103,579 701,542

  短期借入金 3,700,000 5,400,000

  未払法人税等 8,054 7,931

  未成工事受入金 9,843 302,953

  賞与引当金 96,797 47,066

  工事損失引当金 949,359 169,446

  工事補償損失引当金 97,029 7,598

  その他 400,395 387,811

  流動負債合計 8,319,090 8,359,930

 固定負債   

  退職給付引当金 590,924 597,717

  役員退職慰労引当金 8,000 12,600

  その他 59,997 67,210

  固定負債合計 658,921 677,527

 負債合計 8,978,011 9,037,457
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和４年３月31日)
当第３四半期会計期間
(令和４年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 840,687 840,687

  資本剰余金 687,108 687,108

  利益剰余金 △1,311,878 △2,972,532

  自己株式 △30,136 △30,136

  株主資本合計 185,780 △1,474,873

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 22,355 32,797

  評価・換算差額等合計 22,355 32,797

 純資産合計 208,135 △1,442,075

負債純資産合計 9,186,147 7,595,382
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
　至 令和４年12月31日)

売上高   

 完成工事高 11,259,084 9,066,012

 商品売上高 919,669 1,367,369

 売上高合計 ※１  12,178,753 ※１  10,433,382

売上原価   

 完成工事原価 13,533,105 9,960,790

 商品売上原価 716,963 1,151,989

 売上原価合計 14,250,068 11,112,779

売上総利益   

 完成工事総損失（△） △2,274,020 △894,777

 商品売上総利益 202,705 215,380

 売上総損失（△） △2,071,315 △679,397

販売費及び一般管理費 822,956 989,786

営業損失（△） △2,894,271 △1,669,184

営業外収益   

 受取利息 1,392 1,165

 受取配当金 97,258 19,077

 保険解約返戻金 1,177 3,146

 その他 8,235 15,758

 営業外収益合計 108,064 39,148

営業外費用   

 支払利息 4,895 67,381

 その他 0 469

 営業外費用合計 4,895 67,851

経常損失（△） △2,791,102 △1,697,887

特別利益   

 固定資産売却益 16,485 30,015

 工事補償損失引当金戻入額 ※２  148,281 -

 特別利益合計 164,767 30,015

特別損失   

 固定資産売却損 - 3,853

 ゴルフ会員権売却損 - 833

 過年度決算訂正関連費用 ※３  316,391 ※３  6,000

 特別損失合計 316,391 10,687

税引前四半期純損失（△） △2,942,726 △1,678,560

法人税等 6,723 △13,906

四半期純損失（△） △2,949,450 △1,664,653
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事の工事コストの大幅な増加などにより、前

事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上致しました。また、同案件のコスト増の影

響により、当第３四半期累計期間においても営業損失1,669,184千円、経常損失1,697,887千円、四半期純損失

1,664,653千円を計上し、1,442,075千円の債務超過となりました。このため、当社の資金繰り計画に重要な影響

があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認められま

す。

当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実行し収益力の改善、長期資金の確保及び財政状態の改善に

努めてまいる所存であります。

 
(1) 収益力の改善

当社の損失計上の原因は、特定の太陽光発電所建設工事に関わる案件の工事コストの増加であり、当該案件

を除く他案件の収益性は引き続き維持していることから、当該案件のコスト増を抑制しつつ他案件で確実に利

益を確保することにより業績の回復を図ります。加えて、顧客・株主を含めた関係者・取引先との連携を深

め、そこから創出される新たな売上の拡大と利益の上積みによって更なる改善に向けて既存事業の強化を図

り、営業利益率５％台の確保と再生可能エネルギー事業の拡大と新たな営業地域の拡大を目指してまいりま

す。

 
(2) 長期資金の確保

取引金融機関に対し適時に当社の経営状況及び財政状態を報告し、ご理解を得ることによって良好な関係を

維持し、令和５年１月中旬以降に期日を迎える5,400,000千円も含めた資金調達による長期資金の確保に引き続

き努めてまいります。また、財政状態の改善を企図して、連携強化を前提とした顧客・株主を含めた関係者と

の資本関係の増強、資金繰りへの協力、事業連携等の可能性を検討していくこととしており、関係者に支援の

要請を申し入れる等、協議を進めております。

　

しかしながら、上記対応策は実施途上であり、関係者との合意が得られておらず取引金融機関の融資の判断

も確定していないため、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映しておりません。
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(四半期貸借対照表関係)
　
※１　手形裏書譲渡高

  
前事業年度

(令和４年３月31日)
当第３四半期会計期間
(令和４年12月31日)

 受取手形裏書譲渡高 69,589千円 73,270千円
 

 

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半

期会計期間末残高に含まれております。

  
前事業年度

(令和４年３月31日)
当第３四半期会計期間
(令和４年12月31日)

 受取手形 　　　　　　－ 千円 1,914千円

      
 

(四半期損益計算書関係)
 

※１　売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　令

和４年４月１日　至　令和４年12月31日）

当社の売上高は、主たる設備工事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に集中して

いるため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半期会計期間の売上高は

著しく多くなるといった季節的変動があります。

 

　※２　工事補償損失引当金戻入額

前第３四半期累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）

小形風力発電機の取扱い終了に伴い、発電事業者様への補償額等を見積り計上しておりました引当金の一部に

ついて、発電事業者様との合意が成立したこと等に伴い、確定額との差額を戻し入れたものであります。

 
※３　過年度決算訂正関連費用

前第３四半期累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）

当社は、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去の会計処理の誤りの可

能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映して過年度の決算の訂

正を行い、令和３年10月27日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いたしました。

その結果、当該訂正に伴い令和３年12月末までに発生した訂正監査報酬、特別調査委員会による調査費用、訂

正開示書類作成支援費用等316,391千円を特別損失に過年度決算訂正関連費用として計上しております。

当第３四半期累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年12月31日）

当社は、前事業年度において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去

の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映

して過年度の決算の訂正を行い、令和３年10月27日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いた

しました。

当該訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁に対して、金融庁設置法第20条第１項

の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、当社に対する6,000千円の課徴金納付命令決定がな

されたため、当該費用を過年度決算訂正関連費用として計上しております。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
　

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

  
前第３四半期累計期間

(自　令和３年４月１日
至　令和３年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　令和４年４月１日
至　令和４年12月31日)

 減価償却費 53,271千円 48,950千円
 

 

(株主資本等関係)
　

前第３四半期累計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年６月24日
定時株主総会

普通株式 94,598 150 令和３年３月31日 令和３年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)
　
 

 
前事業年度

(令和４年３月31日)
当第３四半期会計期間
(令和４年12月31日)

関連会社に対する投資の金額 8,000千円 8,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 54,330千円 58,914千円
 

 

 
前第３四半期累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年12月31日)

持分法を適用した場合の投資利益の金額 14,925千円 14,883千円
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(セグメント情報等)
　
【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 令和３年４月１日 至 令和３年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線
工事

電力関連
工事

ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備
機器

計

売上高        

  外部顧客への売上高 8,387,728 2,871,356 711,431 208,237 12,178,753 － 12,178,753

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

584 43,576 231,701 118,095 393,958 △393,958 －

計 8,388,312 2,914,933 943,132 326,333 12,572,711 △393,958 12,178,753

セグメント利益
又はセグメント損失（△）

△2,729,467 455,446 157,302 45,402 △2,071,315 － △2,071,315
 

(注) セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期損益計算書の売上総損失と一致しております。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 令和４年４月１日 至 令和４年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額 合計
屋内配線
工事

電力関連
工事

ＦＡ住宅環
境設備機器

産業設備
機器

計

売上高        

  外部顧客への売上高 5,847,080 3,218,932 836,618 530,751 10,433,382 － 10,433,382

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 118,313 238,422 35,899 392,634 △392,634 －

計 5,847,080 3,337,245 1,075,040 566,650 10,826,016 △392,634 10,433,382

セグメント利益
又はセグメント損失（△）

△1,440,917 546,139 173,876 41,503 △679,397 － △679,397
 

(注) セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期損益計算書の売上総損失と一致しております。
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(収益認識関係)

　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
  前第３四半期累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）

 （単位：千円）

 

報告セグメント

屋内配線工事 電力関連工事
ＦＡ住宅環境設備

機器
産業設備機器 計

官民別      

官公庁 1,180,726 2,230 410 10,970 1,194,336

民間 7,207,002 2,869,126 711,021 197,267 10,984,417

計 8,387,728 2,871,356 711,431 208,237 12,178,753

収益認識の時期      

一時点で移転される財 654,452 355,014 700,168 208,237 1,917,872

一定期間にわたり移転
されるサービス

7,733,276 2,516,341 11,262 － 10,260,880

計 8,387,728 2,871,356 711,431 208,237 12,178,753
 

 
  当第３四半期累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年12月31日）

 （単位：千円）

 

報告セグメント

屋内配線工事 電力関連工事
ＦＡ住宅環境設備

機器
産業設備機器 計

官民別      

官公庁 571,942 1,237 3,919 － 577,099

民間 5,275,137 3,217,695 832,698 530,751 9,856,283

計 5,847,080 3,218,932 836,618 530,751 10,433,382

収益認識の時期      

一時点で移転される財 557,468 427,195 825,176 530,751 2,340,592

一定期間にわたり移転
されるサービス

5,289,611 2,791,737 11,441 － 8,092,790

計 5,847,080 3,218,932 836,618 530,751 10,433,382
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間

(自 令和３年４月１日
至 令和３年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年12月31日)

１株当たり四半期純損失（△） △4,676円80銭 △2,639円56銭

 (算定上の基礎)   

四半期純損失（△）(千円) △2,949,450 △1,664,653

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △2,949,450 △1,664,653

 普通株式の期中平均株式数(株) 630,655 630,655
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

　　 しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

令和５年２月14日

株式会社北弘電社

取締役会 御中

 
監査法人　銀　河

　北海道事務所
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 木　　下　　　　　　均  

 

 

業務執行社員  公認会計士 弓　　立　　　恵　　亮  
 

 

限定付結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社北弘

電社の令和４年４月１日から令和５年３月31日までの第73期事業年度の第３四半期会計期間（令和４年10月１日から令

和４年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（令和４年４月１日から令和４年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の

四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社北弘電社の令和４年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間

の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
限定付結論の根拠

会社は、前事業年度において、前々事業年度末における高山ソーラーヒルズ太陽光発電所建設工事（以下、高山工事

とする）及び他の工事に係る工事原価総額の見積り等に関連する誤謬を訂正した。また、前事業年度の期首から「収益

認識に関する会計基準」等の適用により、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間

にわたり収益を認識しているが、「その他の事項」に記載のとおり、前任監査人は、前々事業年度末における工事原価

総額の見積りについて、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったことから、前事業年度の第３四半期累

計期間に係る四半期財務諸表に対して限定付結論を表明している。

前任監査人の監査での検討結果を踏まえて、当監査法人で実施した追加的手続の結果、期首残高を含めた当事業年度

の第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間に係る四半期財務諸表について重要な虚偽表示は発見されなかったが、

前々事業年度末における高山工事に関する工事原価総額の見積りについて、十分かつ適切な監査証拠を入手することが

できなかったため、前第３四半期累計期間の完成工事高11,259,084千円及び完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰

入額814,150千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。

当監査法人は、これらの検討の結果、当該事項は当事業年度の第３四半期累計期間の数値と対応数値の比較可能性に

影響を及ぼす可能性があるため、当事業年度の第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表に対して

限定付結論を表明することとした。この影響は、前第３四半期累計期間の完成工事高及び完成工事原価に含まれる工事

損失引当金繰入額等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさない。したがって、四半期財務諸表

に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと

判断している。
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継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及

び当期純損失を計上した。また、当第３四半期累計期間においても営業損失、経常損失及び四半期純損失を計上し、債

務超過となった。このため、会社の資金繰り計画に重要な影響があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当

該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていな

い。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
その他の事項

会社の令和４年３月31日をもって終了した前事業年度の第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間に係る四半期財

務諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前

任監査人は、当該四半期財務諸表に対して令和４年２月14日付けで限定付結論を表明しており、また、当該財務諸表に

対して令和４年６月30日付けで限定付適正意見を表明している。

なお、限定付結論並びに限定付適正意見を表明した理由は、以下のとおりである。

会社は前事業年度において、前々事業年度末における高山工事及び他の工事に係る工事原価総額の見積り等に関連す

る誤謬を訂正した。当該誤謬の訂正により、前々事業年度末の工事損失引当金526,581千円を計上した。会社が高山工事

に関する誤謬を訂正する際、訂正後の工事原価総額の見積りについて、十分かつ適切な監査証拠を入手することができ

なかったことから、前々事業年度の財務諸表における工事損失引当金等に関連する金額に修正が必要となるかどうかに

ついて判断することができなかったため、前々事業年度の財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。当該事項

は前事業年度の財務諸表と比較情報である前々事業年度の財務諸表の比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。

また、会社は前事業年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しているが、高山工事に関する期首時点

の工事原価総額の見積りについては、上記のとおり十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、前事

業年度及び前第３四半期累計期間の完成工事高及び工事損失引当金繰入額等の金額に修正が必要となるかどうかについ

て判断することができなかった。

以上から、前事業年度の第３四半期累計期間に係る四半期財務諸表に対して限定付結論を表明し、前事業年度の財務

諸表に対して限定付適正意見を表明している。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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